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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
四
十
三
号

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遊
戯
施
設
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点

検
の
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示

 

第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之

遊
戯
施
設
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び
結
果

 

の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

 

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

別
表

別
表

 
 

検
査
項

検
査
事

検
査
方
法

判
定
基
準

検
査
項

検
査
事

検
査
方
法

判
定
基
準

 
 

（い）

（ろ）

（は）

（に）

（い）

（ろ）

（は）

（に）

目

項

目

項

 
  

 

 
 

（
略
）

（
略
）

 
 

九　

（
略
）

九　

（
略
）

 
 

㈠
～

㈠
～

㈢

㈢

 
 

電
気

電
気

 
 

設
備

設
備

避
雷
設
備

避
雷
設
備

総
合
接
地
抵

総
合
接
地
抵
抗
値
又

避
雷
設
備

避
雷
設
備

総
合
接
地
抵

総
合
接
地
抵
抗
値
が

 
 

㈣

㈣

の
総
合
接

抗
値
又
は
単

は
単
独
接
地
抵
抗
値

の
総
合
接

抗
値
を
測
定

十
オ
ー
ム
を
超
え
て

 
 

地
抵
抗
又

独
接
地
抵
抗

が
安
全
上
支
障
が
な

地
抵
抗

す
る
。

い
る
こ
と
。

 
 

 
 

は
単
独
接

値
を
測
定
す

い
抵
抗
値
を
超
え
て

 
 

地
抵
抗

る
。

い
る
こ
と
。

 
 

 
 

（
略
）

（
略
）

 
 

（
略
）

（
略
）

 
 

㈤
～

㈤
～

㈧

㈧

 
  

 

 
 

（
略
）

（
略
）

 
 

 
 

別
記

別
記

（

）

（

）
Ａ
４

Ａ
４

 
 

検
査
結
果
表

検
査
結
果
表

 
 

（

）

（

）

遊
戯
施
設

遊
戯
施
設
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（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

番
号

検
査
項
目

略
番
号

検
査
項
目

略
 

 
 

 

 1

～8

（

）

1

～8

（

）

略
略

電
気
設
備

電
気
設
備

9
9

 
(
1)

～

（

）

(
1
)

～

（

）

略
略

(
3
)

(
3
)

(
4
)

（

 

（

）

(
4
)

1
0

 

（

）

避
雷
設

接
地

種
類

総
合
接
地
抵
抗
値

　
Ω

略
避
雷
設

接
地

基
準
抵
抗
値
　
　

Ω
　
Ω

略
 

 
 

 
 

 

備
単
独
接
地
抵
抗
値

備

・

） 
  

 

 
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

（　
　

し
た
新
設
時
の
値

 
Ω

）

 

（

）

基
準
抵
抗
値

　
　
Ω

 
 

(
5
)

～

（

）

(
5
)

～

（

）

略
略

(
8
)

(8
)

1
0

・1

（

）

1
0

・1
（

）

略
略

1
1

（

）

（

）

特
記

略
特
記

略

事
項

事
項
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（

）

（

）

注
意

注
意

 
 

①
㉝

略
①

㉝
略
～

　

（

）

～

　

（

）

㉞
避
雷
設
備

の
接
地

の
種
類

に
は

設
計
図
書
等
に
よ
り

㉞
避
雷
設
備

の
接
地

の
基
準
抵
抗
値

に
は

右
欄
に
検
査

　

9
(
4
)

「

」

「

」

「

」

　

9(
4
)

「

」

「

」

「

」

、
、

 
確
認
し
た
新
設
時
の
総
合
接
地
抵
抗
値
又
は
単
独
接
地
抵
抗
値
の
区
分
に
該
当

で
測
定
し
た
抵
抗
値
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

 
す
る
も
の
を
〇
で
選
択
し

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
た
新
設
時
の
値

「

」

、

 
に
は

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
た
新
設
時
の
当
該

で
選
択
し
た
値
を
記

〇

、

 
入
す
る
と
と
も
に

基
準
抵
抗
値

に
は

安
全
上
支
障
な
い
抵
抗
値
と
し
「

」

、
、

 
て

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
た
新
設
時
の
値

に
記
入
し
た
数
値
の
２

「

」

、

 
倍
の
値
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

な
お

オ
ム
を
基
準
抵
抗
値
と
し
て
検

。

1
0

ー

、

 
査
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

と
記
入
し
て
く
だ
さ
い

ま
た

右
欄

「1
0

」

。

、

 
に
検
査
で
測
定
し
た
総
合
接
地
抵
抗
値
又
は
単
独
接
地
抵
抗
値
を
記
入
し
て
く

 
 

だ
さ
い

。

～

　

（

）

～

　

（

）

㉟
㊳

略
㉟

㊳
略
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附　

則

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


